
年次有給休暇の取得義務化

事業主の皆さまへ

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 （※1）

（2019年4月1日施行）

時間外労働の上限規制の適用

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、

複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。

（2019年4月1日施行）

改正労働基準法の施行に関する
大切なお知らせです

福島労働局

お問い合わせは最寄りの
労働基準監督署へ

※1 労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数（計画的付与）

については、５日から控除することができます。また、2019年4月より前に付与していた年次有給

休暇については、年5日取得させる義務の対象とはならず、2019年4月1日以後、最初に年10日以

上の年次有給休暇を付与した日から、年5日確実に取得させる義務の対象となります。

大企業には、

2019年４月１日

から適用（※2）

中小企業には、適用が1年猶予

されていましたが、

中小企業にも、2020年

４月１日から適用（※2）

※2 自動車運転の業務、建設事業、医師等一部の事業・業務については、2024年３月31日まで適用

が猶予されています。

法令についてのお問い合わせ、ご相談は・・・

最寄りの労働基準監督署へ

（福島県内９署の所在地、管轄は右のQRコードから）

福島働き方改革推進支援センター
労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直しなど、労務
管理に関する課題に専門家が無料に相談に応じます。

☎0120-541-516
（平日9:00～17:00）



厚生労働省働き方改革特設サイトのご案内

①制度解説動画

②中小企業の取組事例

時間外労働の上限規制と36協定

届記載のポイント、年5日の年次

有給休暇の確実な取得、同一労

働同一賃金などについて、企業

へのインタビューを交えて５分

～10分程度の動画で解説してい

ます。

スマートフォンでも各コンテ
ンツの視聴が可能です。
QRコードはこちら。

全国の中小企業が行った労働時間短縮や

年次有給休暇取得促進の取組について、

企業へのインタビュー形式で紹介してい

ます。

スマートフォンでも各コンテ
ンツの視聴が可能です。
QRコードはこちら。

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/movie.html

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/

厚生労働省 福島労働局


